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令和２年度概算要求の概要 
 
 

～ 高齢者、就職氷河期世代、女性等の多様な 
   人材の活躍促進及び労働環境の整備 ～ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 ８月 

職 業 安 定 局 
 

 
 



令和２年度職業安定行政関係概算要求の概要

　Ⅰ　予算規模 （単位：百万円）

令和元年度
当初予算額

令和２年度
要求額

増▲減額 対前年比 備    考

39,976 39,366 ▲ 610 98.5%

26,767 26,454 ▲ 314 98.8%

13,209 12,063 ▲ 1,146 91.3%

－ 850 850 －

1,001 664 ▲ 337 66.4%

2,694,610 2,757,635 63,025 102.3%

　１　雇用維持支援 1,854,958 1,858,903 3,945 100.2%

2,735,587 2,797,665 62,078 102.3%

※労働保険特別会計雇用勘定については、歳出の合計を記載。

東日本大震災復興特別会計

総 計

区         分

一 般 会 計

年 金 ・ 医 療 等 に
係 る 経 費 等
（ 義 務 的 経 費 ）

労働保険特別会計雇用勘定

概 算 要 求 枠
（ 裁 量 経 費 ）

失 業 等 給 付 費

新しい日本のため
の優先課題推進枠
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－ 令和２年度概算要求のポイント － 

 
職業安定局 

 
〇 雇用保険の国庫負担については、「経済財政運営と改革の基本方針 2019」を

踏まえ、予算編成過程で検討する。 

 

（注）（  ）内の計数は、令和元年度当初予算額を示したもの 

 

第１ 働き方改革による労働環境の整備、生産性向上の 

推進 
 

 

誰もが働きやすい社会の実現に向けた働き方改革を着実に実行するため、中小企業・

小規模事業者に対する支援を実施するとともに、同一労働同一賃金など雇用形態に関

わらない公正な待遇の確保、柔軟な働き方がしやすい環境整備などにより、労働環境の

整備を実施する。 

 

１ 長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり 

３．８億円  
 

（１）生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援  ３．８億円 

労働時間の縮減等の働き方改革に取り組むために、人材を確保することが必要

な中小企業・小規模事業者が新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を達

成した場合に助成を行う。 

 

２ 生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など雇用形態に 

関わらない公正な待遇の確保         １９億円（６５億円） 

 
（１）同一労働同一賃金の取組の周知・相談支援【新規】        ３７百万円 

働き方改革関連法における雇用形態に関わらない公正な待遇の確保（同一労働同

一賃金）に関する規定の円滑な施行のため、同一労働同一賃金に係る好事例の収集・

周知等を行うことにより、派遣労働者の待遇改善を図る。 
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（２）人事評価制度や賃金制度の整備等による取組の支援     １９億円（６５億円） 

人事評価制度や賃金制度の整備・実施による生産性向上、賃金アップ等の実現及び

生産性向上に資する設備等への投資により雇用管理改善を図る事業主に対する助成

を行う。 

 

３ 治療と仕事の両立支援            ８．７億円（７．０億円） 

 

（１）トライアングル型サポート体制の構築       ８．７億円（７．０億円） 

ハローワークの専門相談員ががん診療連携拠点病院等と連携して実施するがん患

者等に対する就労支援について、相談支援体制の拡充を図る。 

 

 

 

 

第２ 高齢者、就職氷河期世代、女性等の多様な人材の 

活躍促進 
 

 

すべての人々が意欲・能力を活かして活躍できる環境を整備するため、高齢者の就労・

社会参加の促進、就職氷河期世代活躍支援プランの実施、女性活躍の推進等を図るととも

に、人手不足解消に向けて人材確保対策を推進する。 

 

１ 高齢者の就労・社会参加の促進      ３０９億円（２８９億円） 

 

（１）ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援の拡充 

 ３２億円（２２億円） 

65歳以上の再就職支援に重点的に取り組むため、ハローワークに設置する「生涯

現役支援窓口」を増設し、65歳以上が活躍できる求人の開拓等を推進するとともに、

高年齢退職予定者のキャリア情報等を登録し、その能力の活用を希望する企業に対

して紹介する「高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業」におけるマッチング機

能を強化する。 
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（２）65 歳超の継続雇用延長等に向けた環境整備       ５２億円（４６億円） 

65 歳を超える継続雇用や 65 歳以上の定年引上げ等に対する助成措置のほか、高

齢者に係る成果を重視した賃金制度や能力評価制度の構築に取り組む企業に対する

助成により、継続雇用延長等に向けた環境整備を図る。 

また、65歳超雇用推進プランナー等による提案型の相談・援助による支援を行う。 

 

（３）中高年齢者の中途採用拡大を行う企業への支援     ２３億円（２３億円） 

これまで学卒採用中心であった企業が、中途採用者の雇用管理制度を整備した上

で中途採用を拡大した場合の助成金において、中高年齢者を初めて中途採用した企

業に対する助成を行う。 

 

（４）シルバー人材センターをはじめとした地域における多様な就業機会の確保 

２０３億円（１９８億円） 

地域の高齢者の就業促進を図るため、地域の様々な機関が連携して高齢者の就業

を促進する「生涯現役促進地域連携事業」を拡充する。 

シルバー人材センターが人手不足の悩みを抱える企業を一層強力に支えるため、

シルバー人材センターにおけるマッチング機能を強化するとともに、女性会員の拡

充を含めたシルバー人材センターの機能強化を図る。 

 

２ 就職氷河期世代活躍支援プランの実施          １９億円 

 

（１）ハローワークにおける専門窓口の設置、専門担当者のチーム制による就職相談、

職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援【新規】       １３億円 

不安定な就労状態にある方一人ひとりが置かれている複雑な課題・状況を踏まえ、

専門担当者によるチームを結成し、求職者とともに個別の支援計画を作成、同計画

に基づき、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、必要な能力開発施策へ

のあっせん、求職者の適性・能力等を踏まえた求人開拓、就職後の定着支援などを

計画的かつ総合的に実施する。 

 

（２）民間事業者のノウハウを活かした不安定就労者の就職支援の実施【新規】 

 ５．４億円 

特に不安定な就労状態にある方の多い地域において、成果連動型の民間委託によ

り不安定な就労状態にある方の教育訓練、職場実習等を行い、安定就職につなげる

事業を実施する。 

あわせて、当該訓練等を職業訓練受講給付金の給付対象とし、安心して受講でき

るように支援する。 
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（３）就職氷河期世代の失業者等を試行雇用する事業主への助成金の活用 

 １１億円の内数 

安定的な就職が困難な求職者に対し、一定期間試行雇用する事業主を助成するこ

とにより、その適正や業務遂行可能性の見極めなど、求職者と求人者の相互理解を

促進する。 

 

３ 女性活躍の推進                  ４１億円（３８億円） 
 

（１）仕事と家庭の両立支援の推進             ４１億円（３８億円） 

ハローワークにおけるマザーズコーナーの拠点数を拡充し、子育て女性等の再就

職支援を充実する。 

 

４ 障害者の就労促進                   １７３億円（１６８億円） 
 

（１）公務部門における障害者の雇用促進・定着支援の強化 ４．１億円（２．０億円） 

公務部門における障害者雇用を推進するため、各府省等向けのセミナー・職場見

学会等を実施するとともに、雇用する障害者の定着支援を一層推進するため、ハロ

ーワーク等に配置する職場適応支援者を増員し、支援体制の強化を図る。 

 

（２）中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化 １３５億円（１３５億円） 

ハローワークと地域の関係機関が連携し、障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不

足している障害者雇用ゼロ企業等に対して、採用の準備段階から採用後の職場定着

まで一貫したチーム支援等を実施し、中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援

等の強化を図る。 

障害者就業・生活支援センターについて、設置環境が整った地域において新たに

センターを設置するほか、引き続き、地域の支援機関等に対して蓄積したノウハウ

を提供するなど、地域の就労支援拠点の質的向上を図る。 

 

（３）精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援の強化 

                         ３４億円（３１億円） 

精神障害者、発達障害者、難病患者である求職者についてハローワークに専門の

担当者を配置するなど多様な障害特性に対応した就労支援を推進する。特に、精神

障害者に対する就労支援を推進するため、就労パスポートの普及促進を図るととも

に、精神科医療機関とハローワークとの連携による支援等を行う。 

精神・発達障害者しごとサポーターにより、職場における精神障害者・発達障害

者を支援する環境づくりを推進する。 
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５ 外国人材受入れの環境整備          ４３億円（３２億円） 

 

（１）「外国人共生センター（仮称）」の設置に伴う相談・支援体制の整備 

 １．９億円（１．４億円） 

   関係行政機関の相談窓口を集約し、外国人に対する効率的・効果的な支援を行う「外

国人共生センター（仮称）」において、高度外国人材や留学生等に対する就職支援を

行う拠点を設置することにより、外国人共生社会の実現に取り組む。 

 

（２）外国人材の適正な雇用管理に関する助言・援助等を行うための体制の強化、外国

人労働者の雇用管理改善に取り組む企業への支援【一部新規】 

１１億円（８．９億円） 

在留資格「特定技能」により受け入れる外国人材をはじめ、増加する外国人材に

対する適正な雇用管理の確保を図るため、事業所訪問による雇用管理状況の確認、

改善のための助言・援助等を行う体制を強化する。 

また、外国人が自らの労働条件等を十分に理解し、適正な待遇の下で就労を継続

し、その能力を発揮できるよう、外国人を雇用する事業主の雇用管理改善の取組み

に対する助成措置を新設する。 

 

（３）自治体と連携した地域における外国人材の受入れ・定着のためのモデル事業の実施 

【新規】【推進枠】８．５億円 

特定技能外国人の地域での受入れ・定着に前向きな地方公共団体から公募を行い、

国内外の外国人が円滑・適正に地域に就職・定着できるよう、地方公共団体、都道

府県労働局等が一体となって支援を行うモデル事業を実施する。 

 

（４）外国人留学生・定住外国人等に対する就職支援     １８億円（１８億円） 

① 外国人留学生等に対する相談支援の実施（一部再掲・（１）参照） 

８．１億円（７．６億円） 

外国人留学生等と企業とのマッチングの機会を設けるため、ハローワークの外

国人雇用サービスセンターや一部の新卒応援ハローワークに設置している留学生

コーナーにおいて、外国人留学生等に対するきめ細かな支援を実施する。 

 

② 定住外国人等に対する職業相談の実施      ２．１億円（２．４億円） 

定住外国人等が多く所在する地域のハローワーク（外国人雇用サービスコーナ

ー）において、専門相談員による職業相談や、定住外国人等が応募可能な求人の

開拓等の実施により、安定的な就職の促進を図る。 
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③ 外国人就労・定着支援研修の実施        ８．０億円（７．８億円） 

身分に基づく在留資格の外国人や、我が国で就職する外国人留学生を対象に職

場における日本語コミュニケーション能力の向上やビジネスマナー等に関する知

識の習得を目的とした研修を実施する。 

 

（５）ハローワーク等における多言語相談支援の強化（一部再掲・６ページ参照） 

   ４．９億円（４．５億円） 

外国人雇用サービスセンターや外国人雇用サービスコーナーに配置している通訳

員の増員や、全国すべてのハローワークから利用可能な電話通訳サービスを提供す

る「多言語コンタクトセンター」の対応言語数の増（11ヶ国語→14ヶ国語）などに

より、多言語相談支援体制の強化を図る。 

 

（６）経済連携協定などの円滑な実施          ７３百万円（６９百万円） 

経済連携協定（EPA）などに基づきインドネシア、フィリピン、ベトナムから入国

する外国人看護師・介護福祉士候補者等について、その円滑かつ適正な受入れ及び

受入れの拡大のため、受入れ施設に対する巡回指導等を行う。 

 

６ 生活困窮者等の活躍促進            ９１億円（９０億円） 

 

（１）ハローワークにおける生活困窮者の就労支援      ８４億円（８３億円） 

ハローワークが自治体と連携して生活保護受給者・生活困窮者等の就労に向けた

支援を実施するとともに、就職後の職場定着支援を強化し、就労による自立を促進

する。 

 

（２）刑務所出所者等の就労支援            ７．４億円（７．０億円） 

「再犯防止推進計画」を踏まえ、ハローワークと矯正施設・保護観察所等が連携

して実施する「刑務所出所者等就労支援事業」について、就労支援を行う相談員が

駐在する就労支援強化矯正施設の数を増やし、その取組を強化する。 
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７ 人材確保対策の総合的な推進等      ３７７億円（３５５億円） 

 

（１）人材確保支援の充実（一部再掲・４ページ参照）    １０６億円（９７億円） 

福祉分野のほか、建設業、警備業、運輸業など、雇用吸収力の高い分野でのマッ

チング支援を強化するため、ハローワークの「人材確保対策コーナー」を拡充し、

関係団体等と連携した人材確保支援の充実等を図る。 

中途採用の拡大に取り組む事業主に対する助成により、転職・再就職者の採用機

会の拡大及び人材移動の促進を図る。 

 

（２）雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の促進等 １２７億円（１１７億円） 

労働人口の中長期的な減少が見込まれ、全般的に雇用失業情勢が改善し、人材不

足分野が顕在化している中、事業主の雇用管理改善に対する助成等により、「魅力あ

る職場づくり」の促進等を図る。 

介護労働者の身体的負担軽減に資する介護福祉機器の導入を促進し、労働環境の

改善を図る。 

介護・保育分野における人材確保のため、賃金制度の整備を行う事業主に対する

助成を通じて職場定着の促進を図る。 

 

（３）地方自治体等と連携した地域雇用対策の推進（一部再掲・４ページ参照） 

     ９７億円（８６億円） 

都道府県が行う産業施策や経営支援等と一体となって魅力ある雇用環境を創造・

整備する取組を支援する地域活性化雇用創造プロジェクトにより、地方自治体と連

携した取組を行い、地域特性を生かした良質で安定的な雇用の場の確保や人材育成

を推進する。 

市町村・経済団体等で構成される協議会が提案する自主性・創意工夫ある取組の

中から、地域における魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保等が期待できる

ものを選抜・委託する地域雇用活性化推進事業等を実施し、地域の活性化を図る。  

ＵＩＪターン者を採用しようとする事業主への支援により、地域の中小企業等の

人材確保を図る。 

 

（４）雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援  ４２億円（５１億円） 

① 成長企業等への転職支援（一部再掲・４ページ参照）  ３７億円（４５億円） 

中途採用の拡大に取り組む事業主、転職・再就職者の受入れを行う成長企業等

に対する助成により、雇用吸収力や付加価値の高い産業への転職・再就職支援を

図る。 
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② 職場情報・職業情報の見える化の推進      ４．８億円（６．１億円） 

求職者、学生等が、企業の職場情報を総合的にワンストップで閲覧できるサイ

ト及び求人者、求職者等に職業情報を提供するサイト（日本版 O-NET）（仮称）を

運用し、職場情報・職業情報の「見える化」を一層推進する。 

 

（５）ハローワークにおけるマッチング機能の充実      ２８億円（２８億円） 

ハローワークの求人情報・求職情報をオンラインで民間職業紹介事業者や地方自

治体に提供する取組を推進する。 

「雇用対策協定」の締結を更に推進するとともに、希望する地方自治体において、

国が行う無料職業紹介と地方自治体が行う業務をワンストップで一体的に実施する

取組を行うなど、国と地方の連携の強化を図る。 

 

 

 

 

第３ 東日本大震災からの復興への支援 
  

※（復興）と記載のあるものは、「東日本大震災復興特別会計」計上項目 

震災復興のための雇用対策            １１億円（１４億円） 

 

（１）原子力災害の影響を受けた被災者の一時的な雇用の確保（復興）  

６．６億円（１０億円） 

民間企業･NPO等への委託により、福島県の被災求職者に対して一時的な雇用・就

業機会の提供等を行う「原子力災害対応雇用支援事業」の実施を通じ、その生活の

安定を図る。 

 

（２）産業政策と一体となった被災地の雇用支援（復興）         制度要求 

被災地における深刻な人手不足等の雇用のミスマッチに対応するため、「事業復興

型雇用確保事業」により、産業政策と一体となった雇用面での支援を行う。 

 

（３）福島避難者帰還等就職支援事業の実施        ４．３億円（４．２億円） 

福島県内外の避難者等の就職支援を推進するため、自治体や経済団体で構成する

協議会に対し、就職活動支援セミナー等の帰還者の雇用促進に資する事業を委託す

るほか、就職支援ナビゲーターによるきめ細かな支援を行う。 
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　Ⅱ　主要事項
（単位：百万円）

事　　　　　　　　　　　項

第１　働き方改革による労働環境の整備、生産性向上の推進

１　長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる
　職場づくり

（１）生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等
　　の支援

379

２　生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など雇用形態に
　関わらない公正な待遇の確保

（１）同一労働同一賃金の取組の周知・相談支援 － 37

（２）人事評価制度や賃金制度の整備等による取組の支援 6,466 1,905

３　治療と仕事の両立支援

（１）トライアングル型サポート体制の構築 697 872

第２ 高齢者、就職氷河期世代、女性等の多様な人材の
　活躍促進

１　高齢者の就労・社会参加の促進

（１）ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング
　　支援の拡充

2,224 3,205

（２）65歳超の継続雇用延長等に向けた環境整備 4,632 5,167

（３）中高年齢者の中途採用拡大を行う企業への支援 2,277 2,277

（４）シルバー人材センターをはじめとした地域における多様な
　　就業機会の確保

19,751 20,288

２　就職氷河期世代活躍支援プランの実施

（１）ハローワークにおける専門窓口の設置、専門担当者のチーム制
　　による就職相談、職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援

－ 1,341

（２）民間事業者のノウハウを活かした不安定就労者の就職支援の
　　実施

－ 543

（３）就職氷河期世代の失業者等を試行雇用する事業主への助成金の
　　活用

－

３　女性の活躍推進

（１）仕事と家庭の両立支援の推進 3,768 4,075

４　障害者の就労促進

（１）公務部門における障害者の雇用促進・定着支援の強化 199 413

（２）中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化 13,515 13,517

（３）精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に
　　対応した就労支援の強化

3,103 3,378

4,075

6,466

28,883

－ 1,884

17,30916,817

3,768

1,081百万円
の内数

30,937

令和元年度予算 令和２年度要求

－ 379

697 872

1,941

制度要求
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（単位：百万円）

事　　　　　　　　　　　項 令和元年度予算 令和２年度要求

５　外国人材受入れの環境整備

（１）「外国人共生センター（仮称）」の設置に伴う相談・支援
　　体制の整備

139 190

（２）外国人材の適正な雇用管理に関する助言・援助等を行うための
　　体制の強化、外国人労働者の雇用管理改善に取り組む企業への支援

886 1,078

（３）自治体と連携した地域における外国人材の受入れ・定着の
　　ためのモデル事業の実施

－ 850

（４）外国人留学生・定住外国人等に対する就職支援 1,769 1,829

　①外国人留学生等に対する相談支援の実施 758 814

　②定住外国人等に対する職業相談の実施 236 214

　③外国人就労・定着支援研修の実施 776 801

（５）ハローワーク等における多言語相談支援の強化 448 491

（６）経済連携協定などの円滑な実施 69 73

６　生活困窮者等の活躍促進

（１）ハローワークにおける生活困窮者の就労支援 8,257 8,366

（２）刑務所出所者等の就労支援 698 743

７　人材確保対策の総合的な推進等

（１）人材確保支援の充実 9,672 10,618

（２）雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の促進等 11,686 12,726

（３）地方自治体等と連携した地域雇用対策の推進 8,583 9,672

（４）雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援 5,117 4,227

　①成長企業等への転職支援 4,502 3,748

　②職場情報・職業情報の見える化の推進 615 479

（５）ハローワークにおけるマッチング機能の充実 2,765 2,758

第３　東日本大震災からの復興への支援

震災復興のための雇用対策

（１）原子力災害の影響を受けた被災者の一時的な雇用の確保 1,001 664

（２）産業政策と一体となった被災地の雇用支援

（３）福島避難者帰還等就職支援事業の実施 424 426

37,724

制度要求制度要求

3,172 4,321

1,424 1,090

8,955 9,109

35,546
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